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５
月
に
入
り
、
事
業
用
ト

ラ
ッ
ク
が
第
１
当
事
者
と

な
る
重
大
な
交
通
事
故
が

相
次
い
で
発
生
し
て
い
る
。

　
５
月
６
日
に
は
、
群
馬
県

内
の
国
道
に
お
い
て
、
事
業

用
ト
ラ
ッ
ク
が
対
向
車
線

に
は
み
出
し
、
乗
用
車
２
台

と
衝
突
し
３
人
が
死
亡
す

る
事
故
が
発
生
。
ま
た
、
同

月
14
日
に
は
、
埼
玉
県
内
の

首
都
高
速
道
路
５
号
池
袋

線
に
お
い
て
、
渋
滞
し
て
い

る
車
両
の
最
後
尾
に
事
業

用
ト
ラ
ッ
ク
が
突
っ
込
み
、

３
人
が
死
亡
す
る
痛
ま
し

い
追
突
事
故
が
発
生
し
た

（
写
真
）。
ど
ち
ら
の
事
故

原
因
も
現
在
調
査
中
で
は

あ
る
も
の
の
、
産
業
活
動
や

国
民
生
活
に
不
可
欠
な
物

流
を
担
う
事
業
用
ト
ラ
ッ

ク
が
第
１
当
事
者
と
な
る

重
大
事
故
が
相
次
ぎ
、
国
民

の
生
命
・
財
産
へ
の
甚
大

な
被
害
を
生
じ
さ
せ
た
こ

と
に
よ
り
、
こ
れ
ま
で
に
培

わ
れ
て
き
た
社
会
的
信
頼

性
が
一
気
に
損
な
わ
れ
る

こ
と
に
な
る
。
ト
ラ
ッ
ク
運

送
業
界
と
し
て
は
、
こ
う
し

た
交
通
事
故
の
再
発
防
止

に
向
け
、
関
係
者
が
一
丸
と

な
っ
て
真
剣
に
取
り
組
む

こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

　
ま
た
、
こ
の
ほ
ど
ま
と
め

ら
れ
た
「
令
和
５
年
中
の
交

通
事
故
統
計
分
析
結
果
」

（
全
ト
協
集
計
）
に
よ
る

と
、
事
業
用
ト
ラ
ッ
ク
が
第

　
こ
の
た
め
全
ト
協
で
は
、

こ
の
た
び
の
通
知
で
、
最
近

の
交
通
事
故
に
よ
る
死
亡

事
故
発
生
件
数
の
状
況
と

併
せ
、
国
土
交
通
省
か
ら
提

供
さ
れ
た
事
業
用
ト
ラ
ッ

１
当
事
者
と
な
っ
た
交
通

事
故
に
つ
い
て
、
死
亡
・
重

傷
事
故
の
合
計
は
前
年
よ

り
１
０
３
件
増
加
の
１
０

６
２
件
、
死
者
数
・
重
傷
者

数
の
合
計
は
前
年
よ
り
１

１
３
人
増
加
の
１
１
３
７

人
と
な
っ
た
。
ま
た
、
飲
酒

運
転
人
身
事
故
件
数
は
、
令

和
４
年
の
６
件
か
ら
17
件

増
加
の
23
件
へ
急
増
し
て

い
る
。
こ
れ
は
、「
ト
ラ
ッ

ク
事
業
に
お
け
る
総
合
安

全
プ
ラ
ン
２
０
２
５
」
の
数

値
目
標
で
あ
る
、「
死
者
数

・
重
傷
者
数
合
計
９
７
０

人
」
お
よ
び
「
飲
酒
運
転
人

身
事
故
件
数
ゼ
ロ
」
を
大
き

く
上
回
る
も
の
で
あ
り
、
危

機
的
な
状
況
に
あ
る
。

ク
が
関
係
す
る
令
和
５
年

中
の
飲
酒
運
転
事
故
事
例

な
ど
の
情
報
を
共
有
す
る

と
と
も
に
、
こ
う
し
た
事
例

を
踏
ま
え
つ
つ
、
①
改
正
改

善
基
準
告
示
な
ど
労
働
関

係
法
令
の
遵
守
、
②
最
高
・

規
制
速
度
な
ど
道
路
交
通

法
等
関
係
法
令
の
遵
守
お

よ
び
指
導
の
徹
底
、
③
ア
ル

コ
ー
ル
検
知
器
を
用
い
た

酒
気
帯
び
の
有
無
の
確
認

な
ど
点
呼
実
施
体
制
の
確

立
―
―
な
ど
３
点
に
つ
い

て
、
傘
下
会
員
事
業
者
へ
の

周
知
徹
底
を
呼
び
か
け
て

い
る
。

号 外

令和2～6年

（年）

　
全
日
本
ト
ラ
ッ
ク
協
会
は
５
月
16
日
、
都
道
府

県
ト
ラ
ッ
ク
協
会
に
対
し
て
、「
事
業
用
ト
ラ
ッ

ク
に
よ
る
重
大
事
故
発
生
へ
の
対
応
に
つ
い
て
」

を
通
知
し
、
交
通
事
故
の
防
止
に
つ
い
て
会
員
事

業
者
へ
周
知
・
徹
底
す
る
よ
う
求
め
た
。
５
月
に

入
り
、
事
業
用
ト
ラ
ッ
ク
が
第
１
当
事
者
と
な
る

重
大
事
故
が
相
次
い
で
発
生
し
た
こ
と
を
受
け
た

も
の
。
産
業
活
動
や
国
民
生
活
に
必
要
不
可
欠
な

物
流
を
担
う
事
業
用
ト
ラ
ッ
ク
が
第
１
当
事
者
と

な
る
重
大
事
故
が
相
次
ぐ
こ
と
に
よ
り
、
従
前
か

ら
培
わ
れ
て
き
た
エ
ッ
セ
ン
シ
ャ
ル
事
業
と
し
て

の
社
会
的
信
頼
性
が
一
気
に
損
な
わ
れ
る
お
そ
れ

が
あ
り
、
全
ト
協
交
通
対
策
委
員
会
（
工
藤
修
二

委
員
長
）
で
は
、
こ
う
し
た
交
通
重
大
事
故
の
再

発
防
止
に
向
け
、
関
係
者
一
丸
と
な
っ
て
真
剣
に

取
り
組
む
こ
と
が
社
会
に
対
す
る
信
頼
性
確
保
に

繋
が
る
こ
と
か
ら
、
事
故
防
止
対
策
に
一
層
取
り

組
む
よ
う
求
め
て
い
る
。

首
都
高
速
で
死
亡
事
故
：�

事
業
用
ト
ラ
ッ
ク
が
第
１
当
事
者
と
な
っ
た
、
ト
ラ
ッ
ク
４
台
と
乗
用
車
３
台
が
絡
む
追
突
事
故
が
発
生
し
、
乗
用
車
に
乗
車
中
の
３
人
の
尊
い
命
が
失
わ
れ
た
（
首
都
高
速
道
路
５
号
池
袋
線
下
り
＝
５
月
14
日
午
前
９
時
49
分
、
埼
玉
県

戸
田
市
【
写
真
提
供
：
共
同
通
信
社
】）

公益社団法人 全日本トラック協会
交通対策委員長　工藤　修二

記

１．�改正された改善基準告示に則る乗務
割の作成及び運転時間や拘束時間、
休息期間確保などドライバーに対する
関係法令を遵守することの徹底

２．�最高速度・規制速度の遵守及び適正
な車間距離の確保など、道路交通法
等関係法令遵守の関係者に対する指
導の徹底

３．�乗務前後の対面点呼時はもとより、
対面でなく電話その他の方法で行う点
呼の場合においても、アルコール検
知器を用いた酒気帯びの有無の確認
が確実に行える点呼実施体制の確立

絶対に
3 3 3

「交通事故
3 3 3 3

」を起こさない
3 3 3 3 3 3

!!
坂本会長 業界を挙げて安全対策徹底を！

発行所公益社団法人

〒160-0004 東京都新宿区四谷三丁目2番地5
全日本トラック総合会館

☎（03）3354-1029（総務部広報室）
https://jta.or.jp

5月20日号
（定価・税込348円／会員の購読料は会費に含みます）

※紙面に関する問い合わせは広報室まで

毎月1日・15日発行
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令和 5 年中の死亡・重傷事故の合計
件数は 1,062 件、死者数・重傷者数
の合計は 1,137 人で、「トラック事業
における総合安全プラン 2025」の目
標である「970 人」を達成できてい
ない。

令和７（2025）年の目標値：死亡者数と重傷者数の合計 970 人以下 / 飲酒運転人身事故件数ゼロ （いずれも軽貨物を含まない）

 「 「トラック事業における総合安全プラン 2025」目標値と現況トラック事業における総合安全プラン 2025」目標値と現況

事故類型別（車両相互・人対車両）事故類型別（車両相互・人対車両）

交差点における死亡・重傷事故（対歩行者交差点における死亡・重傷事故（対歩行者・対自転車別）・対自転車別）

交通事故統計分析結果交通事故統計分析結果〔発生地別〕〔発生地別〕
（
概
要
）

（
概
要
）
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　進路変更、その他を含む
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交差点一その他

死亡・重傷
事故件数
1,062件

（2023年1～12月）

追突

交差点一対自転車

大　型：  車両総重量 11t 以上
中　型：  7.5t 以上 11t 未満
準中型：  3.5t 以上 7.5t 未満
普　通：  3.5t 未満
※軽自動車は含まない

車両区分の解説

交差点一対歩行者
その他

左折巻き込み事故防止対策
車両総重量 7.5トン 以上

の事業用トラックを対象

への全ト協助成事業実施中

AI機能を備えた
「側方衝突監視警報装置」

ch

eck

この交通事故統計は、警察庁が公表した令和5年中における事業用トラック（軽貨物を含まない）が第１当事者となる交通事故を、事故類型別、車両区分別等、多角的視点から分析したもの。
こうした分析結果をもとに、同種事故の再発防止に向けた取り組みを強化しましょう。

事業用トラックが第１当事者となった死亡・重傷事故事業用トラックが第１当事者となった死亡・重傷事故令和5年中令和5年中
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車両単独

死亡・重傷事故件数
1,062件

（2023年1～12月）
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「車両相互」が最も多く 762 件（71.8
％）、次いで「人対車両」が 247 件（23.3
％）。

■「車両相互」
車種別でみると、大型は「追突」（113
件）と「左折時衝突」（69 件）が、
中型は「追突」（106 件）と「出会い
頭衝突」（63 件）が多い。

■人対車両
どの車種でも「横断歩道・横断歩道
付近の横断中」が突出し、「その他の
横断中」と合わせた「横断中」合計
が「人対車両」全体の 5割強を占める。

事業用トラックが第１当事者となる
交差点における死亡・重傷事故（394
件）は、追突事故（224 件）の１.8 倍。

■「左折時」：9割近くが対自転車（77
件）。対歩行者の 6割、対自転車の 8
割近くが大型車。

■「右折時」：８割近くが対歩行者（61
件）。対歩行者の 5割強、対自転車の
4割強が大型車。

■「直進時」：6割以上が対自転車（51
件）。対自転車の 5割近くが大型車。

出典：（公財）交通事故総合分析センター「車両相互」での第2当事者となる「車両」には、道路交通法上の「軽車両」である自転車等を含む

出典：（公財）交通事故総合分析センター

2010 2011 2012

死者数＋重傷者数 出典：警察庁「交通事故統計」および（公財）交通事故総合分析センター「交通統計」飲酒運転人身事故件数
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プラン2025
スタート
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　　目標

1,8041,804
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プラン2020
スタート
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死者数＋重傷者数（人）

飲酒運転人身事故件数（件）

1,4291,429

22 23

6
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28

1,0241,024

急
増

事業用トラック 1 万台当たりの死者
数と重傷者数の合計は 8.6 人で、目
標である「6.5 人」を 2.1 人上回って
いる。

飲酒運転による人身事故件数は 23件
と、「プラン 2025」スタート以来の
最高値となり、危機的状況にある。

全全
トト
協協


